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平成２７年 第５回 三朝町教育委員会定例会 会議録  

招 集 年 月 日 平成２７年５月２５日（月曜日） 

招 集 場 所 役場 委員会室 

開     会 平成２７年５月２５日 午後１時３０分 

出 席 委 員 西田 醇・藤井俊子・芦田準子・吉田恵彦・朝倉 聡 

欠 席 委 員  

説明のために会 

議に出席を求め 

られた者の氏名 

教育総務課長  小椋泰志 

社会教育課長  西田寛司 

社会教育課参事 松原照宗 

図書館長    馬野眞由美 

教育総務課 指導主事 平井尚   

報 告 事 項 

教育長報告 

課長報告  県外視察・前期学校訪問について 

      小学校統合準備委員会の状況について 

      日本遺産魅力発信推進事業の進捗状況について 

      主な行事予定 

議     事 

議案第 19号 平成27年度三朝町一般会計補正予算（第２号）について 

議案第 20号 三朝町教育委員会の事務に関する評価報告書について 

 

協 議 事 項 
三朝町教育大綱（案）について 

 

そ  の  他  

 

委員長 開会あいさつ。 

前回議事録の承

認 
前回の議事録は承認された。 

議事録署名委員

指名 
藤井委員、芦田委員を指名します。 

委員長 報告事項について、教育長報告を求めます。 

教育長 資料１ページにて説明。東伯地区教育委員会連絡会定期総会等について説明。 

委員長 

何か質問はありますか。では、説明のあった中部地区教科用図書採択協議会

委員の選出及び規約について、承認でよろしいですか。（はいの声）では、次に

課長報告について説明を求めます。 

事務局 資料に基づき説明。 

委員 史跡名勝地に含まれる範囲はどんな箇所になりますか。たとえば、神倉や合
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谷などはどうですか。 

事務局 
図面表示しないとわかりにくい部分がありますが、神倉は入らず、合谷は入

ります。 

委員長 

前回の総務通学部会で、学校の位置や施設の内容について、意見交換してい

るが、例えば新しい場所に新しい施設といった意見があっても受け入れるとい

うことでしょうか。財源的な条件（制限）を提示していく必要もあるのではな

いかと思いますが。 

事務局 

今回の部会では、自由に意見交換しようということで、特に制限を設けずに

考えられる案を提示した上で意見を伺いました。しかしながら、次回にはある

程度こうした部分も勘案した上で意見交換できるよう資料も準備していく必要

があると思います。 

委員長 

他に何か質問はありますか。（なしの声）では、次に議事にはいります。議案

第 19号平成 27年度三朝町一般会計補正予算（第 2号）について事務局より説

明を求めます。 

事務局 資料に基づき説明 

委員 
日本遺産魅力発信推進事業については、旅費や日当等で、国で認められない

内容のものについては、町費で負担しなければならないということですね。 

事務局  そういうことになります。 

教育長 モニターツアーとはどういうものですか。 

事務局 
 例えば、東京や大阪方面、または、外国人の方から三徳山や三朝温泉に来て

いただいて感想や助言を聴き、今後の活動に生かしていこうとするものです。 

委員長 

 他に何か質問はありますか。（なしの声）では、承認でよろしいですか。（は

いの声）では、議案第 19号は承認されました。次に、議案第 20号三朝町教育

委員会の事務に関する評価報告書について説明を求めます。 

事務局 資料に基づき説明。 

委員長 

 何か質問はありますか。（なしの声）では、承認でよろしいですか。（はいの

声）では、議案第 20 号は承認されました。では、次に協議事項に入ります。

三朝町教育大綱（案）について説明を求めます。 

教育長 資料に基づき、事前に町長の意見を取り入れた部分等を説明。 

 ～各委員から意見をいただく～ 

教育長 
本日いただいた意見を調製した上で、6 月 8 日の総合教育会議に提案してい

くことにします。 

委員長  では次に、その他に入ります。何かありますか。（なしの声） 

  次回委員会を６月３０日（火）午後１時３０分から開催を確認 

委員長 以上で、教育委員会を閉じます。  ～閉会 午後３時１０分 

 


